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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本保安用品協会(JSAA)／財団法

人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標

準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 13999-1:1999，Protective clothing－

Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives－Part 1: Chain-mail gloves and arm guards

を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本

工業標準調査会は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願

公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責任をもたない。 

JIS T 8121-1 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（規定）選定した手袋サイズのカラーコード 

附属書 B（参考）手及び上肢のサイズ，防護手袋及びアームガードのサイズ 

附属書 C（参考）アームガードに使用するプラスチックの選択に関する助言 

附属書 D（参考）快適さと防護を与える手袋並びにアームガードの選択 

JIS T 8121 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS T 8121-1 第 1 部：鎖かたびら手袋及びアームガード 

JIS T 8121-3 第 3 部：布はく，皮革その他の材料の衝撃切創試験 
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防護するための手袋及びアームガード－ 
第 1 部：鎖かたびら手袋及びアームガード 

Protective clothing-Gloves and arm guards protecting against cuts and 
stabs by hand knives-Part 1:Chain-mail gloves and arm guards 

 
序文 この規格は，1999 年に第 1 版として発行された ISO 13999-1，Protective clothing－Gloves and arm 

guards protecting against cuts and stabs by hand knives－Part 1: Chain-mail gloves and arm guards を翻訳し，技術

的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある“参考”は，原国際規格にはない事項である。 

突刺しに対してある程度の防護を与える鎖かたびら手袋及び金属製又はプラスチック製アームガードは，

ナイフが使用者の手及び前腕に向けて動かされる作業の局面において使用される。また，突刺しに対する

防護手袋及びアームガードは，プラスチック，皮革，布はく及び製紙工業，並びに床張りなどの作業でハ

ンドナイフを用いて作業する人に，十分な防護を与える。 

この規格で規定される試験は，条件において厳しく，ある場合には製品を十分に試験するためにそれを

破壊すべき試験として意図されていることに注意しなければならない。この規格では厳しい要求事項にな

っているが，通常使用の条件でナイフが手袋又はアームガードを貫通してしまうことを意味するものでは

ない。 

この規格の原案作成においては，その規定の遂行が適切な資格と経験とをもつ人々にゆだねられている

ことが想定されている。この規格は，そのような人々を指導するために作成されている。規定される装置

は，適切な能力をもつ人だけが使用する。また，この規格を適用する場合には操作員及び他の人体の傷害

を防ぐための，合理的に実行可能な安全上の保護措置を講じなければならない。 

 

1. 適用範囲 この規格は，手袋及びアームガードの設計，刃の突刺し抵抗，人間工学上の特性，ストラ

ップ，質量，材料，表示並びに情報に関する要求事項について規定する。また，適切な試験方法も規定す

る。 

a) この規格は，ハンドナイフとともに使用される鎖かたびら製防護手袋，並びに金属製及びプラスチッ

ク製アームガードに適用する。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO 13999-1:1999，Protective clothing－Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by 

hand knives－Part 1: Chain-mail gloves and arm guards (IDT) 


